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河川法の変遷、H9改正河川法の目的と特徴等について解説され、法の条文からみ
た河川整備基本方針、整備計画策定における手続きと主体に関する一般論や、現
在策定中である吉野川水系河川整備計画のポイントとトピックを紹介いただい
た。【議事概要-P6-26】

◆発表者の「立ち位置」について
報告者は、四国の水問題に関する理解を深めるために、法制度に関する一般的な
説明を行うものであり、河川管理者・利水・環境のどのセクターの代弁者でもな
い。また、センシティブな問題についてあえて空気を読まずに発言させていただ
くのでご了解を頂きたい。【議事概要-P6-26】
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◆河川法の変化
目的の変化として、M29河川法は治水立法、S39河川法は治水と利水の並存、H9現
行河川法で、河川環境の整備と保全が治水、利水と並び目的のひとつに盛り込ま
れ、治水、利水、環境がバランスした。【議事概要-P6-26】
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河川管理、計画制度の変化として、M29河川法は区間主義、S39河川法は水系一環
管理、H9現行河川法で地域の意見を反映した河川整備の計画制度が導入された。
【議事概要-P6-27】

◆河川法の目的
◇治水
昭和49年多摩川水害災害復旧記録映像を上映し、水害の脅威と治水の重要性に関
する知見を紹介。【議事概要-P6-27】
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吉野川は堤防整備が遅れているため、河川整備計画【再修正素案】では無堤地区
の解消に力点を置かれている。【議事概要-P6-27】
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近時の動向では治水対策は防災から減災へ変えつつある。【議事概要-P6-27】

◇利水
吉野川は利水安全度が低い。【議事概要-P6-27】
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吉野川の渇水調整は、未利用の徳島用水は渇水調整しているが、不特定の徳島用
水は最後まで調整していないという事実がある。【議事概要-P6-27】

恒常的は水不足に関しては、水資源開発と既得水利権の再配分の２つの対応方法
がある。渇水時の措置としては、河川法53条水利使用調整、同53条の2一時使用が
ある。【議事概要-P6-27】
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しかし治水の場合と異なり河川管理者の権限が弱いため、イニシアチブを発揮で
きないのが現行法での構造となっている。【議事概要-P6-27】

昭和45年以前は、農業が国の重要政策であったため、農水から生活、工業用水へ
の転用は出来なかった。しかし昭和45年に減反政策が始まって以降、旧建設省は
慣行水利権の合理化を図った。しかし一方では、農水省は農水合理化対策事業の
対抗策を打ち出す。【議事概要-P6-27】
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H9河川法に位置付けられた環境においては、正常流量と河川本川の環境が、河川
外の地域の環境と競合する存在となっている。【議事概要-P6-27】

◆H19改正河川法の特徴
【議事概要-P6-27】

5-115



H9河川法改正前は河川行政は警察行政であり、その責任は河川管理者にあった
が、改正後は流域住民への意思尊重原理へと移行し、河川管理者は意思決定に際
しての説明責任を持つこととなる。そして、最終的には、河川管理者が決定権を
持つ形が残されている。【議事概要-P6-27】
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◆吉野川水系河川整備基本方針・整備計画
【議事概要-P6-27】
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吉野川水系河川整備基本方針策定過程におけるポイントは、第十堰を切り離す決
定をしたこと、計画策定に向けた手順を示したことである。また整備計画策定に
おいて、学識経験者と流域住民意見の聴取を法の条文に忠実に実施している。
【議事概要-P6-27】
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全国の河川における意見聴取を一般的なもので分類すると、徹底してパターナズ
ムでいくものと逃げ腰のものまでさまざま。【議事概要-P6-27】

意見聴取の運用実態として、吉野川の学識経験者会議のメンバーは、政治的にあ
る特定セクターに偏ってはいない。【議事概要-P6-27】
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吉野川水系河川整備計画の議論の活発度は環境＞治水＞利水であり、不特定用水
の渇水調整に関する議論はほとんど行われていないようである。また治水に関し
ては定めた流量に対する是非の議論があまりなされていないようである。【議事
概要-P6-28】
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しかし、個々の委員の意見からは様々な立場からの基本的思想、哲学が伺える
（「パターナリズムを脱し、住民主体の住民自治の見解に立つ哲学。」「河川管
理者に近く、国民の側で処理をするべきという立場。」「『防災から減災』への
発想」）【議事概要-P6-28】
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◆一般的な課題
いろいろな立場があるときに、これをとりまとめ計画を立てられるのは河川管理者であるが、会議の事
務局である河川管理者はものを言えないから委縮し、事実上住民への自己採決権が付与される形にな
る。しかし、住民側では自己決定の全容を理解していない。インフォーム－コンセントが成り立ってい
ない場合がある。
利水に関する問題は、既得水利権者との合意がなければ成り立たない。利水に関しては、河川管理者の
課題として、現行法の権限が非常に弱いことがある。【議事概要-P6-28】
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